
（平成２３年４月２７日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 17 件

国民年金関係 4 件

厚生年金関係 13 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 27 件

国民年金関係 10 件

厚生年金関係 17 件

年金記録確認愛知地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



愛知国民年金 事案 2870 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 42年５月から 43年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 42年５月から 43年３月まで 

    申立期間当時は、自営業であったため国民年金に加入して、国民年金保険

料を納付していたと思う。この頃も収入はきちんとあり、生活に不自由はし

ていなかったので、保険料を納付していないということはないはずである。

当時の資料は残っていないが、申立期間について、国民年金保険料を納付し

ていたことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、国民年金加入期間において国民年金保険料が未納とされているの

は申立期間のみであり、かつ、申立期間は 11 か月と短期間であるほか、昭和

47 年１月以降は、自身の事業所を厚生年金保険の適用事業所とし、長期間に

わたり事業主として自身の保険料も含めた厚生年金保険料の納付義務を履行

していることから、年金制度への関心及び保険料の納付意識は高かったことが

うかがえる。 

また、申立人が所持する国民年金手帳は、昭和 43年 12月に発行されたとす

る記載が確認できるところ、これは国民年金手帳記号番号払出簿において確認

できる申立人に係る国民年金手帳記号番号の払出時期ともおおむね一致して

いることから、この頃に、初めて申立人に係る国民年金の加入手続が行われ、

42 年５月まで遡って国民年金被保険者資格を取得したとする処理が行われた

ものとみられる。このため、申立期間は、国民年金の加入期間となること、及

び上記加入手続時期を基準とすると時効完成前の期間となることから、保険料

を過年度納付することが可能であった。 

さらに、上記加入手続時期を基準とすると、申立期間直後の昭和 43 年４月

から同年９月までの保険料は現年度納付期間ではあるが、法定納期限が既に到



来しているという点については申立期間と同様であり、遡って保険料を納付す

べき期間となるところ、上記年金手帳によると、当該期間の保険料については、

44 年３月に一括で遡って納付されていることが確認でき、未納の解消に努め

ていたことがうかがえることから、当時は収入も安定し資力も十分であったと

している納付意識の高かった申立人が、申立期間についても、遡って保険料を

納付したと考えても不自然ではない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 



愛知国民年金 事案 2871 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 36年４月から 41年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男（死亡） 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36年４月から 41年３月まで 

    妻である私が集金人に勧められたので夫婦で国民年金に加入した。申立期

間当時の保険料も私が３か月ごとに自宅に来ていた女性の集金人に納付し、

途中からは区役所に行って納付していた。集金人に納付していた時は国民年

金手帳が無く、紙の台紙に領収印を押していたことを覚えているので、申立

期間が未納とされていることは納得できない。 

（注）申立ては、死亡した申立人の妻が、申立人の納付記録の訂正を求めて

行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間を除く国民年金加入期間において保険料の未納は無いほ

か、申立人の加入手続及び申立期間の国民年金保険料を納付したとする妻は、

国民年金制度発足当初の昭和 36 年４月（申立期間は、当時、国民年金未加入

期間及び未納とされていたが、当委員会の決定に基づく平成 20年 11月６日付

け当該期間の納付記録を訂正する必要があるとする通知が行われている。）か

ら 60 歳到達の前月の平成５年＊月までの国民年金加入期間（第３号被保険者

期間を除く。）において保険料の未納は無いことから保険料の納付意識は高か

ったことがうかがわれる。 

また、妻は、夫婦の国民年金加入手続を行い、夫婦の保険料も納付していた

としているところ、オンライン記録及び国民年金手帳記号番号払出簿によると、

妻が主張するとおり、国民年金手帳記号番号は、昭和 40年 11月 12日にＡ市

Ｂ区で妻と連番で払い出されていることが確認できる上、申立人の保険料を一

緒に納付していたとする妻は、申立期間当時の保険料の納付方法については、

集金人が訪れて集金カードに押印していたとするなど記憶は明確であるほか、



保険料額に関する記憶も当時の保険料額と一致する。 

さらに、申立期間当時、申立人の居住地周辺では、申立人以外にも、国民年

金手帳記号番号の払出し以前に、妻が主張する納付方法とほぼ同様の方法で集

金人に保険料を納付したが、未納とされている事例が複数あり、妻の説明には

信憑
ぴょう

性が認められる。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。



愛知国民年金 事案 2872 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 52年４月から 53年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 27年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 52年４月から 53年３月まで 

    私は、国民年金の加入手続時期は覚えていないが、勤めていた飲食店の店

主から国民年金の話を聞き、Ａ市Ｂ区役所で国民年金の加入手続を行った。

国民年金保険料は、加入手続時に窓口職員から遡って納付できると説明を受

け、送付されてきた納付書で一括納付した。納付できる保険料は全て納付し

たはずなので申立期間の保険料が未納とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間は 12 か月と短期間である上、申立人は、昭和 50 年４月から平成

22 年 12 月までの 34 年余りにわたる国民年金加入期間において申立期間を除

き国民年金保険料の未納は無いことから、保険料の納付意識は高いことがうか

がわれる。 

また、オンライン記録及び国民年金手帳記号番号払出簿によれば、申立人の

国民年金加入手続は、申立人の国民年金手帳記号番号周辺の任意加入被保険者

の資格取得状況から、昭和 53 年４月頃にＡ市Ｂ区役所で行われ、この加入手

続において、資格取得日を遡って 20歳到達時である 47年＊月＊日とする事務

処理が行われたものとみられる。この加入手続時期を基準とすると、申立期間

の保険料は現年度納付が可能であった。 

さらに、申立人の国民年金被保険者台帳を見ると、申立期間直前の昭和 50

年度及び 51年度の保険料が昭和 53年４月６日に一括納付されている上、同台

帳及びＡ市の国民年金情報検索システムによると、申立期間直後の 53 年度の

保険料は現年度納付されていることが確認できる。このため、前述のとおり、

納付意識の高かった申立人が申立期間直前の保険料を遡って加入手続が行わ

れた頃に一括納付しながら、加入手続が行われた 52 年度の保険料のみ納付し



なかったとは考え難く、申立人は、申立期間の保険料も送付されてきた納付書

により納付したと考えても不自然ではない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。



愛知国民年金 事案 2873 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 43 年４月から同年９月までの国民年金保

険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正す

ることが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 40年 12月から 43年９月まで 

    私の母親が国民年金の加入手続を行ってくれた。国民年金保険料は、私が

婚姻（昭和 47年 12月）によりＡ市からＢ市に転居するまで母親が兄の分と

一緒に納付してくれていたはずである。母親は他界したため詳細は分からな

いが、申立期間の保険料が未納とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、20歳到達時の昭和 40年＊月から 60歳到達の前月の平成 17年＊

月までの国民年金加入期間において、申立期間を除き国民年金保険料の未納は

無く、申立人の国民年金加入手続及び申立期間の保険料を納付していたとする

母親の納付記録を見ると、昭和 45年１月から 49年 12月までの国民年金加入

期間は全て納付済みとされている上、母親が申立人の分と一緒に納付していた

とする兄も、国民年金制度発足当初の 36年４月から 60歳到達の前月まで国民

年金加入期間に未納は無いことから、母親の保険料の納付意識は高かったこと

がうかがわれる。 

また、オンライン記録及び国民年金受付処理簿によると、申立人の国民年金

手帳記号番号は、昭和 45 年７月７日にＡ市で払い出されており、申立人が所

持する国民年金手帳の発行日が同年７月 10 日とされていることから、この手

帳発行日に申立人の国民年金加入手続が行われ、その際に、資格取得日を遡っ

て 40 年＊月＊日（20 歳到達時）とする事務処理が行われたものとみられる。

この加入手続時期を基準とすると、申立期間の一部を含む 43 年４月から 45

年３月までの保険料は過年度納付することは可能であった。 

さらに、申立人の納付記録を見ると、申立期間直後の昭和 43 年 10 月から



45年３月までの保険料は加入手続が行われた５か月後の同年 12月に過年度納

付されていることが確認できる。このため、前述のとおり、加入手続時期を基

準とすると、申立期間のうち、過年度納付が可能であった 43 年４月から同年

９月までの保険料のみ納付しなかったとは考え難く、納付意識の高かった母親

が当該期間の保険料も過年度納付したと考えても不自然ではない。 

一方、前述の申立人の加入手続時期を基準とすると、申立期間のうち、昭和

40 年 12 月から 43 年３月までの期間については、時効により保険料を納付す

ることができない上、加入手続時期は、第１回特例納付実施期間（45 年７月

から 47 年６月まで）中であり、当該期間の保険料については特例納付を利用

して納付することは可能であったものの、申立人は、母親から申立期間の保険

料を特例納付で遡って納付したことを聞いた記憶は無いとしており、母親が特

例納付により保険料を納付したことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

また、申立人に対して別の国民年金手帳記号番号が払い出された形跡は見当

たらない上、申立人が申立期間のうち、昭和 40年 12月から 43 年３月までの

保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿等）は無く、ほかに当該期

間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭

和 43 年４月から同年９月までの国民年金保険料を納付していたものと認めら

れる。 

 



愛知厚生年金 事案 5654 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間②のうち、平成６年 11月１日から７年 10月１日までの

期間は、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたことが認められることから、当該期間の標準報酬月額に

係る記録を 44万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主が当該期間に係る上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する

義務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 30年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成４年 10月から５年６月まで 

             ② 平成６年 10月から７年９月まで 

申立期間①の標準報酬月額は 38 万円、申立期間②の標準報酬月額は 44

万円だったと思う。申立期間②については、給与支給明細書も一部あるので、

申立期間①及び②の標準報酬月額の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間②のうち、平成６年 11 月から７年３月までの期間については、申

立人から提出された給与支給明細書により、申立人は、その主張する標準報酬

月額（44 万円）に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められる。 

また、申立期間②のうち、平成７年４月から同年９月までの期間については、

申立人から給与支給明細書は提出されていないものの、オンライン記録によれ

ば、当該期間及び直前期間の標準報酬月額は、同額と記録されている上、当該

期間直後の定時決定（同年 10 月）により、申立人の標準報酬月額が直前期間

に係る給与支給明細書により確認できる保険料控除額に見合う標準報酬月額

と同額（44 万円）と記録されていることから判断して、申立人は、当該期間

において、前後の月と同額の標準報酬月額（44 万円）に基づく厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたものと推認できる。 



なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、Ａ社

の元事業主は不明と回答しており、このほかに確認できる関連資料及び周辺事

情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの報酬月額に係る届出を社会保険事務所（当時）に行ったか否

かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いことから、行っ

たとは認められない。 

一方、申立期間②のうち、平成６年 10 月については、申立人から提出され

た給与支給明細書において確認できる厚生年金保険料控除額に見合う標準報

酬月額が、オンライン記録の標準報酬月額を超えていないことが確認できる。 

また、申立期間①のうち、平成５年１月から同年６月までの期間については、

申立人から提出された平成５年分給与所得の源泉徴収票に記載されている社

会保険料等の金額が、オンライン記録の標準報酬月額（当該期間は 34 万円、

同年７月から同年 12月までの期間は 38万円）に基づく厚生年金保険料の合計

額に、おおむね一致していることが確認できる。 

さらに、申立期間①のうち、平成４年 10月から同年 12月までの期間につい

ては、オンライン記録によると、当該期間の最初の月（同年 10 月）における

定時決定による標準報酬月額と、前述で確認済みの当該期間直後月である５年

１月の標準報酬月額が同額（34万円）であることが確認できる。 

このほか、当該期間において、申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚生

年金保険料を控除されていたことを確認できる関連資料及び周辺事情は見当

たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が申立期間①及び申立期間②のうち、平成６年 10 月について、その主張

する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことを認めることはできない。 



愛知厚生年金 事案 5655 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社Ｂ支店における資格取得日は昭和 22 年４月７日、資格喪失日

は 24 年６月１日であると認められることから、申立期間に係る厚生年金保険

被保険者資格の取得日及び喪失日に係る記録を訂正することが必要である。 

なお、申立期間に係る標準報酬月額については、昭和 22 年４月及び同年５

月は 360円、同年６月から 23年７月までは 600円、同年８月から同年 11月ま

では 1,500 円、同年 12 月から 24 年４月までは 2,700 円、同年５月は 3,000

円とすることが妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和７年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和22年４月頃から24年６月頃まで 

    私は、Ａ社の技能者養成士試験に合格し、国民学校卒業（昭和22年３月）

後、同社に入社した。同社の先輩に申立期間の年金記録があることを知り、

私の年金記録が無いのはおかしいと思っている。申立期間について、厚生年

金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

入社時期、勤務内容等に係る申立人の具体的な記憶、及び複数の同僚が「申

立人はＡ社Ｂ支店が閉鎖した頃まで勤務していた。」と証言していることから、

申立人は、申立期間においてＡ社Ｂ支店に勤務していたことが推認できる。 

また、申立人は、「申立期間当時、Ａ社内では戸籍の名前と異なる幼少期か

らの呼び名（Ｃ）を使用していた。生年月日については、国民学校卒業当時の

ことであり、自分の戸籍を見ることもなかったので、間違えて覚えていたかも

しれない。」と主張しているところ、Ａ社Ｂ支店に係る厚生年金保険被保険者

台帳（旧台帳）によると、申立人が幼少期から使用していた呼び名（Ｃ）が記

載され、生年月日が一部相違している基礎年金番号に統合されていない厚生年

金保険被保険者記録（資格取得日は昭和22年４月７日、資格喪失日は24年６月

１日）が確認できる。 

さらに、別の同僚が、「申立人と同期入社であるが、同期の中で姓がＤであ



る者は申立人以外にいない。申立人の名前はＣだったと思う。」と証言してい

るところ、Ａ社Ｂ支店に係るオンライン記録によると、申立人と同姓の厚生年

金保険被保険者を確認することができないことから、当該未統合記録は、申立

人の被保険者記録であると考えられる。 

これらを総合的に判断すると、申立人のＡ社Ｂ支店における資格取得日は昭

和22年４月７日、資格喪失日は24年６月１日であると認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、Ａ社Ｂ支店に係る厚生年金保険

被保険者台帳の当該未統合記録から、昭和22年４月及び同年５月は360円、同

年６月から23年７月までは600円、同年８月から同年11月までは1,500円、同年

12月から24年４月までは2,700円、同年５月は3,000円とすることが妥当である。 



愛知厚生年金 事案 5656 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の標準報酬月額の記録については、申立期間のうち、平成 14 年 10

月及び同年 11月を 24万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主が当該期間に係る上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する

義務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 54年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 14年 10月から 15年６月まで 

 申立期間の給与額が実際と違う額に引き下げられている可能性がある旨

の「ねんきん定期便」が送付されてきたため、当時、勤務していたＡ社の資

料を取り寄せたところ、26万円の標準報酬月額が22万円に引き下げられてい

ることが分かった。申立期間について、標準報酬月額の記録を訂正してほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間のうち、平成 14年 10月及び同年 11月について、Ａ社から提出さ

れた賃金台帳により、申立人は、その主張する標準報酬月額（26 万円）に基

づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められ

る。  

一方、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基

づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が

行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の

報酬月額のそれぞれに見合う標準報酬月額の範囲内であることから、これらの

標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。  

したがって、当該期間の標準報酬月額については、賃金台帳で確認できる総

支給額から、24万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主が平成 14年 10月の算定基礎届提出時に交通費の計算を間違えてい



たことが１年後に発覚し、後日 15年 10月に訂正届を提出した旨回答している

ものの、ほかに確認できる関連資料及び周辺事情は無いことから、明らかでな

いと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの報酬月額に係る届出を社会保険事務所（当時）に行ったか否

かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いことから、行っ

たとは認められない。 

一方、申立期間のうち、平成 14年 12月から 15年６月までの期間について、

Ａ社から提出された賃金台帳で確認できる総支給額に見合う標準報酬月額が

オンライン記録の標準報酬月額と一致していることから、特例法による保険給

付の対象に当たらないため、あっせんは行わない。 



愛知厚生年金 事案5657 

 

第１ 委員会の結論 

申立期間のうち、昭和21年４月１日から22年９月１日までの期間について、

申立人のＡ社Ｂ支店における資格喪失日は、同年９月１日であると認められる

ことから、当該期間の厚生年金保険被保険者資格の喪失日に係る記録を訂正す

ることが必要である。 

なお、当該期間に係る標準報酬月額については、１万円とすることが妥当で

ある。 

また、申立期間のうち、昭和22年９月１日から同年11月１日までの期間につ

いて、申立人は、当該期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社Ｃ支店における資格取得日に

係る記録を同年９月１日に訂正し、当該期間の標準報酬月額を600円とするこ

とが必要である。 

なお、事業主が申立人の当該期間に係る厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男（死亡） 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正７年生 

    住 所 ：  

              

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和21年４月１日から22年11月１日まで 

昭和15年３月27日にＡ社に入社し、48年７月31日まで継続して同社のＢ支

店及びＣ支店に勤務したので、申立期間について、厚生年金保険の被保険者

として認めてほしい。 

（注）申立ては、死亡した申立人の妻が、申立人の年金記録の訂正を求めて

行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間のうち、昭和21年４月１日から22年９月１日までの期間について、

申立人から提出されたＤ厚生年金基金の一時金給付のお知らせ及び同僚の証

言から判断して、申立人が当該期間にＡ社Ｂ支店に継続して勤務していたこと

が認められる。 

また、Ａ社Ｂ支店に係る健康保険厚生年金保険事業所別被保険者名簿による



と、摘要欄に、「（○で囲んだ）『郵』の標示あり、Ｓ22.９.１まで郵便年金加

入」と記載され、多数の者の備考欄に○で囲んだ「郵」の記載が確認できると

ともに、同名簿において昭和19年６月25日に被保険者資格の取得が確認できる

申立人にも、○で囲んだ「郵」の表示が確認できることから、申立期間のうち、

昭和21年４月１日から22年９月１日までの期間については、申立人は、団体郵

便年金に加入していたと認められる。 

さらに、社会保険庁（当時）の資料によれば、団体郵便年金に加入している

場合は、労働者年金保険法の制定時から、「団体郵便年金の厚生年金保険法へ

の移管」、「団体郵便年金加入者に対する厚生年金保険法の適用除外」及び「適

用除外者に対する被保険者期間の加算」という３つの調整が行われており、厚

生年金保険被保険者台帳等に団体郵便年金加入の表示がある場合は、昭和 22

年９月１日を限度として、厚生年金保険の被保険者期間として認めることとさ

れている。 

これらを総合的に判断すると、申立人のＡ社Ｂ支店における資格喪失日は、

上記資料により有効とされる昭和 22年９月１日であると認められる。 

なお、当該期間の標準報酬月額については、厚生年金保険法及び船員保険法

の一部を改正する法律（昭和 44年法律第 78号）附則第３条の規定に準じ、１

万円とすることが妥当である。 

申立期間のうち、昭和 22年９月１日から同年 11月１日までの期間について

は、上記Ｄ厚生年金基金の一時金給付のお知らせ及びＡ社Ｂ支店の同僚の証言

から判断すると、申立人は、同社に継続して勤務し（同社Ｂ支店から同社Ｃ支

店に異動。）、当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められる。 

なお、異動日については、上記同僚が、「当時は、何月何日に着任しろとい

うような厳格な適用は無かったものの、申立人は、昭和 22 年の夏頃にＣ支店

転勤の内示を受けて着任したが、その後も９月から 10 月にかけては、引継ぎ

等でＢ支店とＣ支店を行き来していた。」と証言していることから、同年９月

１日とすることが妥当である。 

また、当該期間の標準報酬月額については、申立人の厚生年金保険被保険者

台帳の昭和22年11月の記録から、600円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る当該期間の保険料を納付する義務を履行したか

否かについては、事業主は、当時の資料が無く不明としており、このほかに確

認できる関連資料及び周辺事情が無いことから、明らかでないと判断せざるを

得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所（当時）

に行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いこ

とから、行ったとは認められない。 



愛知厚生年金 事案 5658 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間①に係る標準報酬月額の記録については、平成 18 年３月

から同年 11月までは 19万円、同年 12月から 19年８月までは 20 万円、同年

９月から 20年３月までは 19万円に訂正する必要がある。 

なお、事業主は、当該期間に係る上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年

金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付す

る義務を履行していないと認められる。 

また、申立人の申立期間②から④までに係る標準賞与額の記録については、

申立期間②及び③は 31万 7,000円、申立期間④は 32万 6,000円に訂正する必

要がある。 

なお、事業主が申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付

する義務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２  申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 51年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 18年３月から 20年３月まで 

② 平成 18年 12月 25日 

③ 平成 19年７月 25日 

④ 平成 19年 12月 25日                           

平成 18 年１月頃同僚からＡ社を紹介され、正社員で賞与もあるというこ

とで入社した。入社して２年目から住民税の控除をしてくれなくなり、不思

議に思っていた。また、昨年の「ねんきん定期便」で内容を確認したところ、

月々もらっている給与額と厚生年金保険料額が著しく異なっていたので、社

長に「不安に思っている。」と言っただけで、「辞めていけ」と言われ、訂正

する気がないと思い申立てをした。給与及び賞与支給明細書により厚生年金

保険料を控除されていたことが確認できるので、申立期間について、年金記

録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①のうち、平成18年３月から同年11月までの期間については、申立



人から提出された給与支給明細書により、申立人は、22万円から36万円の標準

報酬月額に見合う総支給金額が支給され、19万円の標準報酬月額に見合う厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

ただし、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律

（以下「特例法」という。）に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに

基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと

認められる保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに見合う標準報酬月額

の範囲内であることから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定

することとなる。 

したがって、当該期間の標準報酬月額については、給与支給明細書において

確認できる保険料控除額から、19万円とすることが妥当である。 

申立期間①のうち、平成18年12月から20年３月までの期間については、申立

人から提出された銀行通帳及び銀行取引明細表により、オンライン記録の標準

報酬月額（９万8,000円）より多い給与振込額が確認できる上、課税庁から提

出された19年分及び20年分源泉徴収票、複数の同僚の給与支給明細書において

確認できる厚生年金保険料控除額の推移などから判断すると、申立人は、18

年12月から19年８月までは20万円、同年９月から20年３月までは19万円の標準

報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこ

とが推認できる。 

なお、申立人の申立期間①に係る上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年

金保険料の納付義務の履行については、事業主は、資料が無く不明としている

が、申立人の給与支給明細書において確認又は推認できる保険料控除額に見合

う標準報酬月額と、オンライン記録の標準報酬月額が長期間にわたり一致して

いないことから、事業主は、オンライン記録どおりの標準報酬月額を社会保険

事務所（当時）に届け出ており、その結果、社会保険事務所は、申立期間①に

係る上記訂正後の標準報酬月額に基づく保険料について納入の告知を行って

おらず、事業主は、当該保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険

料を除く。）を納付する義務を履行していないと認められる。 

申立期間②については、申立人から提出された賞与支給明細書により、申立

人は、当該期間において、32万4,000円の標準賞与額に見合う賞与額が支給さ

れ、31万7,000円の標準賞与額に見合う厚生年金保険料を事業主により賞与か

ら控除されていたことが認められる。 

ただし、特例法に基づき標準賞与額を改定又は決定し、これに基づき記録の

訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保

険料額及び申立人の賞与額のそれぞれに見合う標準賞与額のいずれか低い方

の額を認定することとなる。 

したがって、当該期間の標準賞与額については、賞与支給明細書において確

認できる保険料控除額から、31万7,000円とすることが妥当である。 



申立期間③及び④については、申立人から提出された銀行通帳及び銀行取引

明細表の給与及び賞与の振込額（合算額）、課税庁から提出された源泉徴収票

及び複数の同僚から提出された賞与支給明細書から判断すると、申立人は、申

立期間期間③においては31万7,000円、申立期間④においては32万6,000円の標

準賞与額に見合う厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたこ

とが推認できる。 

なお、事業主が申立人に係る当該期間の保険料を納付する義務を履行したか

否かについては、事業主は、当時の資料が無く不明としており、このほかに確

認できる関連資料及び周辺事情が無いことから、明らかでないと判断せざるを

得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの賞与額に係る届出を社会保険事務所に行ったか否かについ

ては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いことから、行ったとは認

められない。 



愛知厚生年金 事案 5659 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間①に係る標準報酬月額の記録については、22 万円に訂正

する必要がある。 

なお、事業主が当該期間に係る上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する

義務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

また、申立人の申立期間②に係る標準賞与額の記録については、19万 9,000

円に訂正する必要がある。 

なお、事業主が申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付

する義務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２  申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 49年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 18年３月から 19年７月まで 

② 平成 18年 12月 25日 

③ 平成 19年７月 25日 

Ａ社の同僚から連絡をもらって、保管してあった給与支給明細書を照合し

たところ、年金記録の標準報酬月額が、実際にもらっていた月々の給与額及

び厚生年金保険料控除額と著しく異なっていることを知った。また、賞与を

もらったが、年金の記録が無い。申立期間について、年金記録を訂正してほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①のうち、平成18年３月及び同年11月については、申立人から提出

された給与支給明細書により、申立人は、当該期間において22万円の標準報酬

月額に見合う厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが

認められる。 

申立期間①のうち、平成18年４月から同年10月までの期間及び同年12月から

19年７月までの期間については、申立人から提出された銀行取引明細表、課税

庁から提出された18年分及び19年分源泉徴収票及び複数の同僚の給与支給明



細書において確認できる厚生年金保険料控除額の推移などから判断すると、申

立人は、当該期間についても給与支給明細書を所持している期間と同額の標準

報酬月額（22万円）に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが推認できる。 

なお、申立人の申立期間①に係る上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年

金保険料の納付義務の履行については、事業主は、資料が無く不明としており、

このほかに確認できる関連資料及び周辺事情は無いことから、明らかでないと

判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの報酬月額に係る届出を社会保険事務所（当時）に行ったか否

かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いことから、行っ

たとは認められない。 

申立期間②については、申立人から提出された銀行取引明細表の給与及び賞

与の振込額（合算額）、課税庁から提出された源泉徴収票及び複数の同僚から

提出された賞与支給明細書から判断すると、申立人は、当該期間において19

万9,000円の標準賞与額に見合う厚生年金保険料を事業主により賞与から控除

されていたことが推認できる。 

なお、事業主が申立人に係る当該期間の保険料を納付する義務を履行したか

否かについては、事業主は、当時の資料が無く不明としており、このほかに確

認できる関連資料及び周辺事情が無いことから、明らかでないと判断せざるを

得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの賞与額に係る届出を社会保険事務所に行ったか否かについ

ては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いことから、行ったとは認

められない。 

申立期間③については、申立人は、当該期間に係る賞与支給明細書を所持し

ていない上、申立人から提出された銀行取引履歴調査結果の給与及び賞与の振

込額（合算額）、課税庁から提出された平成19年分源泉徴収票から総合的に判

断すると、当該期間に係る賞与の支給はうかがえるものの、厚生年金保険料の

控除については確認できない。 

また、Ａ社の事業主は、「平成20年以前の給与関係資料は破棄した。」と回答

しており、当該期間に係る賞与支給額及び厚生年金保険料の控除について確認

できない。 

このほか、申立期間③に係る厚生年金保険料の控除について確認できる関連

資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関係資料等を総合的に判断すると、申

立人が申立期間③について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を事業主により賞与から控除されていたことを認めることはできない。 



愛知厚生年金 事案 5660 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社Ｂ支店における資格取得日は、昭和 44年 12月 13日であると

認められることから、申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格の取得日に係

る記録を訂正することが必要である。 

なお、申立期間の標準報酬月額は、３万 6,000円とすることが妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 44年 12月 13日から 45年１月５日まで 

昭和 41年にＡ社に入社し、平成 16年まで勤めた。昭和 44年 12 月 13日

に同社Ｃ支店から同社Ｂ支店に転勤したが、退職していないので、申立期間

について、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｄ健康保険組合から提出された申立人の健康保険被扶養者(異動)届及び雇

用保険の記録から判断すると、申立人は、Ａ社に継続して勤務し（昭和 44 年

12月 13日に同社Ｃ支店から同社Ｂ支店に異動。）、申立期間に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、上記の被扶養者(異動)届によると、申立人のＡ社Ｂ支店における資格

取得日は、昭和 44年 12月 13日と記録されていることが確認できるところ、

Ｄ健康保険組合は、「申立期間当時、資格取得届及び訂正届は、複写式の様式

を使用しており、事業所は、当組合に提出されたものと同一の書類を社会保険

事務所(当時)にも提出していたと思われる。」と回答している。 

これらを総合的に判断すると、申立人のＡ社Ｂ支店における資格取得日は、

昭和 44年 12月 13日であると認められる。  

また、申立期間の標準報酬月額は、厚生年金保険被保険者原票の昭和 45 年

１月の記録から、３万 6,000円とすることが妥当である。 



愛知厚生年金 事案 5661 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間①のうち、昭和 31年 12 月 24日から 32年５月 23日ま

での期間に係る船員保険料を事業主により給与から控除されていたことが認

められることから、申立人の船舶所有者Ａ氏における資格取得日に係る記録を

31 年 12 月 24 日、資格喪失日に係る記録を 32 年５月 23 日に訂正し、当該期

間の標準報酬月額を 7,000円とすることが妥当である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該期間の船員保険料を納付する義務を履行

していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 31年 12月 24日から 32年６月１日まで 

② 昭和 34年 12月６日から 35年２月 13日まで 

③ 昭和 37年 12月 30日から 38年１月１日まで 

私が所持している船員手帳における雇入期間の記録と、年金における被保

険者期間の記録が相違しているので、申立期間①、②及び③について、船員

保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、申立人から提出された船員手帳の雇入記録(昭和 31

年 12月 24日雇入、32年６月１日雇止)によると、申立人は当該期間において、

Ａ氏所有のＢ船に乗船していたことが認められる。 

また、船員保険被保険者名簿により、Ｂ船が昭和 31年７月１日から 32年５

月 23日まで、船員保険の適用事業所であったことが確認できる。 

さらに、当該期間当時の複数の同僚は、「全ての船員を船員保険の被保険者

としていたと思う。」と証言している上、当該同僚及び申立人が記憶する当時

のＢ船の従業員数と同船に係る船員保険被保険者名簿の被保険者数がほぼ一

致することから、当時、同船において、全ての従業員を船員保険の被保険者と

していたと考えられる。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間①のうち、昭和 31年 12



月 24日からＢ船が船員保険の適用事業所ではなくなった 32年５月 23日まで

の期間に係る船員保険料を事業主により給与から控除されていたことが認め

られる。 

また、当該期間の標準報酬月額については、Ｂ船における同職務の同僚の記

録から、7,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、当該

事業所は既に船員保険の適用事業所ではなくなっている上、事業主に確認でき

ないため不明であるものの、事業主から申立人に係る被保険者資格取得届が提

出された場合には、その後被保険者資格喪失届も提出される機会があったこと

になるが、いずれの機会においても社会保険事務所(当時)が当該届出を記録し

ないとは考え難いことから、事業主から社会保険事務所へ資格の得喪に係る届

出は行われておらず、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る昭和 31 年

12月から 32年４月までの保険料について納入の告知を行っておらず、事業主

は、当該期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

一方、申立期間①のうち、昭和 32年５月 23日から同年６月１日までの期間

については、Ｂ船が船員保険の適用事業所であったことが確認できない。 

また、複数の同僚から提出された船員手帳により、Ｂ船において申立人と同

じ昭和 32 年６月１日に雇止されたことが確認できる複数の同僚は、いずれも

同年５月の同船における船員保険の被保険者記録が確認できない上、当該同僚

から同年５月に係る船員保険料を控除されていたとする証言を得ることがで

きない。 

このほか、申立人の当該期間における船員保険料の控除について確認できる

関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が船員保険被保険者として、当該期間に係る船員保険料を事業主により給

与から控除されていたことを認めることはできない。 

申立期間②について、申立人から提出された船員手帳の雇入記録(昭和 34

年９月２日雇入、35 年８月８日雇止)によると、申立人は当該期間において、

Ｃ事業所所有のＤ船に乗船していたことが認められる。 

しかし、当該期間にＣ事業所の船員保険の被保険者記録がある複数の同僚は、

「年末年始前後の期間は、漁は無かったので、船の修理をして給料をもらって

いた。」と証言しているところ、当該同僚から、申立人が当該期間に船の修理

作業をしていたとする証言は得られない。 

また、申立人は、当該期間において一緒に船の修理をしていた同僚として、

５人の名前を挙げているが、当該同僚のうち２人は、当該期間における船員保

険被保険者記録が確認できない。 

さらに、Ｃ事業所は昭和 42 年３月＊日に解散している上、同事業所の理事

及び監事は人物を特定することができず、申立人の船員保険の取扱いについて



確認できない。 

申立期間③について、申立人から提出された船員手帳の雇入記録(昭和 37

年４月 30日雇入、38年 10月２日雇止)によると、申立人は当該期間において、

Ｅ氏所有のＦ船に乗船していたことが認められる。 

しかし、船員保険被保険者名簿によると、Ｆ船は、昭和 37年 12 月 30日に

船員保険の適用事業所ではなくなり、再度、38 年１月１日に船員保険の適用

事業所となったことが確認できるが、申立期間③において船員保険の適用事業

所であったことが確認できない。 

また、当該期間の前後にＦ船の船員保険の被保険者記録がある同僚から、当

該期間に係る船員保険料が控除されていたとする証言を得ることができない。 

さらに、Ｆ船は既に船員保険の適用事業所ではなくなっている上、事業主と

連絡が取れないため、申立人の船員保険の取扱いについて確認できない。 

このほか、申立人の申立期間②及び③における船員保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が船員保険被保険者として、申立期間②及び③に係る船員保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



愛知厚生年金 事案5662 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準賞与額（18 万円）に基づ

く厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる

ことから、申立期間の標準賞与額に係る記録を 18万円に訂正する必要がある。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 55年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成20年７月15日 

私は、平成18年４月１日から20年７月31日までＡ社で勤務したが、ねんき

ん定期便を見たところ、同年７月15日に支給された賞与の記録が無いことが

分かった。支給された賞与から厚生年金保険料が控除されていたので、当該

賞与について、被保険者記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された賃金台帳により、申立人は、申立期間において、その主

張する標準賞与額（18万円）に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から

控除されていたことが認められる。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は申立てに係る賞与支払届を社会保険事務所（当時）に提出しておらず、保

険料も納付していないとしていることから、社会保険事務所は、申立期間の標

準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該

保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



愛知厚生年金 事案5663 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記

録を平成18年２月17日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を17年９月から同年

12月までは17万円、18年１月は16万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 42年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成17年９月17日から18年２月17日まで 

私は、Ａ社に平成16年11月１日から18年２月16日まで正社員として、その

後パートとして勤務した。 

しかし、年金記録を確認したところ、Ａ社に係る資格喪失日が平成17年９

月17日になっていることが分かった。 

私が保管している給与明細書によると、申立期間についても保険料が控除

されているのは確認でき、正社員としてＡ社に平成18年２月16日まで勤務し

たのは確かなので、申立期間について、厚生年金保険の被保険者として認め

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出された給料支払明細書及び複数の同僚の証言により、申立人

は、申立期間において正社員としてＡ社に継続して勤務し、申立期間に係る厚

生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、給料支払明細書の保険料控除額

又は総支給額から、平成17年９月から同年12月までは17万円、18年１月は16

万円とすることが妥当である。 

なお、申立期間に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、申

立人に係る健康保険厚生年金保険被保険者資格喪失届により、事業主が申立人

の資格喪失日を平成17年９月17日とする届出を行ったことが確認できること



から、事業主が同日を厚生年金保険の資格喪失日として届け、その結果、社会

保険事務所（当時）は、申立人に係る同年９月から18年１月までの保険料につ

いて納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、

その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を

含む。）、事業主は、申立期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと

認められる。 



愛知厚生年金 事案 5664 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間②に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る

記録を昭和 54 年４月１日に訂正し、当該期間の標準報酬月額を 13 万 4,000

円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 46年７月頃から 47年３月頃まで 

             ② 昭和 54年３月 31日から同年４月１日まで 

             ③ 昭和 57年 11月 21日から 58年４月１日まで 

             ④ 平成 11年 10月 26日から同年 11月１日まで 

私は、申立期間①はＢ社でアルバイト勤務をしていたが、厚生年金保険の

被保険者記録が無い。 

また、Ａ社には昭和 52年８月３日から 54 年３月 31日まで勤務していた

が、厚生年金保険の資格喪失日が同年３月 31 日とされており、申立期間②

の被保険者記録が無い。 

さらに、Ｃ社には昭和 57年 11月 21日から平成 11年 10月 31日まで勤務

していたが、申立期間③及び④の被保険者記録が無い。 

申立期間①、②、③及び④については、確かに各事業所に勤務しており、

厚生年金保険の被保険者となっていないことに納得がいかないので、厚生年

金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間②について、申立人から提出された給料支払明細書及び雇用保険の

記録により、申立人は、Ａ社に昭和 54年３月 31日まで継続して勤務し、当該

期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認

められる。 



また、申立期間②の標準報酬月額については、給料支払明細書で確認できる

給料支給額から、13万 4,000円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間②の保険料を納付する義務を履行した

か否かについては、事業主は不明としているが、事業主が資格喪失日を昭和54

年４月１日と届け出たにもかかわらず、社会保険事務所（当時）がこれを同年

３月31日と誤って記録することは考え難いことから、事業主が同日を厚生年金

保険の資格喪失日として届け、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る当

該期間の保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の

告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険

料を還付した場合を含む。）、事業主は、当該期間に係る保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

申立期間①について、当該期間にＢ社の厚生年金保険の被保険者記録がある

同僚が、申立人を記憶していることから、期間は明らかでないが、申立人が同

社に勤務していたことがうかがえる。 

しかし、当該同僚は、｢申立人に仕事を教えた記憶があるが、短期間で退職

した。｣と証言しているとともに、Ｂ社で申立期間①に厚生年金保険の被保険

者記録のある他の複数の同僚は、｢Ｂ社では、試用期間があり、その期間は、

厚生年金保険に加入していなかった。自分も３か月から６か月の間の試用期間

は厚生年金保険の被保険者ではない。｣と証言していることから、当該期間当

時、同社では、入社と同時に厚生年金保険被保険者資格を取得させる取扱いを

励行していなかったことがうかがえる。 

また、Ｂ社は現存しているものの、「当時の資料は残っていないので、申立

人の勤務状況については不明。」と回答しており、申立人の申立期間①に係る

勤務実態及び厚生年金保険料の控除について確認できない。 

このほか、申立人の申立期間①における勤務実態及び厚生年金保険料の控除

について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

申立期間③について、雇用保険の記録及びＣ社が契約した申立人に係る適格

退職年金契約に関するＤ社の回答書から、申立人は、当該期間にＣ社に勤務し

ていたことが認められる。 

しかし、Ｃ社は、｢当時は試用期間があり、その期間は、厚生年金保険に加

入させていなかった。｣と回答している上、当時に同社の厚生年金保険の被保

険者記録がある複数の同僚も、｢当時は試用期間があり、その期間は厚生年金

保険に加入していなかった。｣と証言していることから、申立期間③当時、同

社では、入社と同時に厚生年金保険被保険者資格を取得させる取扱いを励行し

ていなかったことがうかがえる。 

また、Ｃ社が加入するＥ厚生年金基金の記録によると、申立人の同基金にお

ける資格取得日は、昭和 58 年４月１日とされており、オンライン記録の資格

取得日と一致していることが確認できる。 



申立期間④について、Ｃ社から提出された厚生年金基金加入員資格喪失通知

書に記載された申立人の資格喪失日（平成 11年 10月 26日）は、オンライン

記録の資格喪失日、Ｅ厚生年金基金の加入員記録における資格喪失日及び雇用

保険の記録における離職日（同年 10月 25日）の翌日と、いずれも一致してい

ることが確認できる。 

また、オンライン記録によると、申立人は、平成 11年 10月 26日に国民年

金の被保険者となり、同年 10月の保険料を同年 11月 10日に納付しているこ

とが確認できる。 

さらに、申立期間④にＣ社における厚生年金保険被保険者記録がある同僚に

確認しても、申立人が当該期間も同社に継続して勤務していたとする証言は得

られない。 

このほか、申立人の申立期間③及び④における厚生年金保険料の控除につい

て確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①、③及び④に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



愛知厚生年金 事案5665 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ支店における資格取得日に

係る記録を昭和35年７月27日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を同年７月か

ら36年７月までは１万4,000円、同年８月から同年12月までは１万8,000円とす

ることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和35年７月27日から37年１月１日まで 

私は、昭和35年３月にＡ社に入社し、平成９年11月に退職するまで継続し

て勤務したが、申立期間に係る厚生年金保険の被保険者記録が無い。 

同じ期間について記録が抜けていた同僚の２人が、既に第三者委員会に申

立てをして認められているので、私も厚生年金保険の被保険者記録を訂正し

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の後継会社であるＣ社から提出された人事記録、雇用保険の記録及び同

僚の一緒に異動したとする証言により、申立人がＡ社に継続して勤務し（昭和

35年７月27日に同社本社から同社Ｂ支店に異動。）、申立期間に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｂ支店における健

康保険厚生年金保険被保険者名簿の昭和37年１月の記録及び申立人と同時期

に同社で被保険者資格を取得している同僚の記録から、35年７月から36年７月

までは１万4,000円、同年８月から同年12月までは１万8,000円とすることが妥

当である。 

一方、健康保険厚生年金保険被保険者名簿及びオンライン記録によれば、Ａ

社Ｂ支店は、申立人の同社同支店における資格取得日と同日の昭和37年１月１



日に適用事業所となっているが、申立人の同社本社における資格喪失日（35

年７月27日）と同日に資格喪失している同僚７人全員の同社同支店における資

格取得日が申立人と同日（37年１月１日）である上、申立人及び同僚が「申立

期間当時、Ａ社Ｂ支店には社員が10人から20人ほど働いていた。」と証言して

いることから、当時の厚生年金保険法に定める適用事業所の要件を満たしてい

たものと判断される。 

なお、事業主が申立期間に係る保険料を納付する義務を履行したか否かにつ

いては、Ａ社Ｂ支店は、申立期間において厚生年金保険の適用事業所としての

記録管理がなされていないことから、社会保険事務所（当時）は、申立人の申

立期間に係る保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険

料を納付する義務を履行していないと認められる。 



愛知厚生年金 事案 5666 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準報酬月額の記録については、昭和 60年 10月か

ら同年 12月までは 32万円、61年１月は 30万円、同年２月から同年９月まで

は 32万円に訂正することが必要である。 

   なお、事業主が申立期間に係る上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する

義務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 60年 10月から 61年９月まで 

    ねんきん定期便を確認したところ、私がパソコンで記録している厚生年金

保険料控除額に基づく標準報酬月額と相違するので、申立期間の標準報酬月

額を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社Ｂ支店から提出された給与台帳により、申立人は、申立期間においてオ

ンライン記録より高額の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたことが認められる。 

一方、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基

づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が

行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の

報酬月額のそれぞれに見合う標準報酬月額の範囲内であることから、これらの

標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立期間の標準報酬月額については、給与台帳で確認できる保

険料控除額から、昭和 60年 10月から同年 12月まで及び 61年２月から同年９

月までは 32万円とし、給与台帳で確認できる支給額から、同年１月は 30万円

とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務を履行したか否かについ

ては、事業主は不明としており、このほかに確認できる関連資料及び周辺事情



は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの報酬月額に係る届出を社会保険事務所（当時）に行ったか否

かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いことから、行っ

たとは認められない。 

 



愛知国民年金 事案 2874 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成元年３月から同年８月までの国民年金保険料については、納付

していたものと認めることはできない。 

また、平成元年９月から２年 12 月までについては、国民年金第３号被保険

者として記録訂正をすることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 39年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成元年３月から２年 12月まで 

    平成元年３月に会社を退職後、当時居住していたＡ町において国民年金の

加入手続を行い、その後、Ｂ市Ｃ区に転居し同年９月に婚姻したが、それま

では保険料を納付していた記憶があるので、納付していたことを示すものは

何も無いが、納付があったことを認めてほしい。 

また、婚姻後の期間については、当時、元夫は厚生年金保険に加入してい

たはずであり、平成３年１月に第３号被保険者となるまでの期間について未

納とされているのは納得できず、第３号被保険者期間であったことを認めて

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間のうち、平成元年３月から同年８月までの期間について、申立人

は、同年３月にそれまで勤務していた会社を退職した後、同年３月にＡ町に

おいて国民年金の加入手続を行い、同町及びその後転居したＢ市Ｃ区におい

て国民年金保険料を毎月納付していたと主張している。 

しかしながら、国民年金手帳記号番号払出簿によると、申立人の国民年金

手帳記号番号は、Ｂ市Ｃ区において平成３年６月 26日に払い出されており、

これ以外に申立人に対して国民年金手帳記号番号が払い出された形跡は見

当たらないことから、申立人の国民年金加入手続はこの頃に同区において初

めて行われたものとみられ、このことは、申立人が所持する年金手帳の記録

とも符合している。 

また、オンライン記録によると、申立人の国民年金被保険者資格取得日は、



厚生年金保険被保険者資格を喪失した平成元年３月 21 日とされていること

から、上記加入手続の際に遡って被保険者資格を取得する処理が行われたも

のと考えられる。このため、申立期間当時、申立人は国民年金に未加入であ

ったこととなり、保険料を納付することはできなかったと考えられる。 

さらに、申立人が申立期間のうち、平成元年３月から同年８月までの期間

について、保険料を納付していたことを示す関連資料（確定申告書、家計簿

等）は無く、ほかに当該期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周

辺事情も見当たらない。 

２ 申立期間のうち、平成元年９月から２年 12 月までの期間については、申

立人は、婚姻後の期間であり、元夫が厚生年金保険被保険者資格を取得して

いた期間であったことから、第３号被保険者期間であると主張している。 

しかし、オンライン記録によると、元夫は、婚姻前の昭和 63 年 12 月 16

日に厚生年金保険被保険者資格を喪失するとともに、国民年金被保険者資格

を取得しており、再び厚生年金保険被保険者資格を取得したのは平成３年１

月 25日であることが確認できることから、元年９月から２年 12月までの期

間について、元夫は、国民年金被保険者であって、厚生年金保険被保険者で

はなかったものとみられる。 

また、上記のことは、国民年金手帳記号番号払出簿によると、平成元年５

月に元夫の国民年金手帳記号番号が払い出されていること、及び申立人の第

３号被保険者の開始時期が、元夫が再び厚生年金保険被保険者資格を取得し

た３年１月 25日となっていることとも符合する。 

３ これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間のうち、平成元年３月から同年８月までの国民年

金保険料を納付していたものと認めることはできない。 

また、申立期間のうち、平成元年９月から２年 12 月までについて、国民

年金第３号被保険者であったものと認めることはできない。  



愛知国民年金 事案 2875 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成６年６月から７年５月までの期間及び８年６月から 10 年３月

までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めることはで

きない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 49年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成６年６月から７年５月まで 

             ② 平成８年６月から 10年３月まで 

    障害年金を受給できるのは、３分の２以上の保険料の納付が必要であるこ

とを知り、当時、同居していた現在の妻が、時効にかからず保険料を納付で

きる期間まで、遡ってまとめて 30 万円ぐらいを納付したと妻から聞いてい

る。 

保険料の納付の事実が確認できるものは何も無いが、申立期間について、

国民年金保険料の納付があったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、妻が保険料を納付できる期間まで遡って一括納付したとしている

ところ、保険料を納付したとする妻は、保険料の納付時期については、申立人

が会社に就職（平成 10年４月）してから婚姻（11年２月）するまでの間であ

ったのではないかとしているものの、明確な記憶が無いとしている上、保険料

を納付したとする期間、納付場所及び納付方法についても覚えていないとして

いることから、申立期間について保険料の納付状況の詳細が不明である。 

また、保険料の納付時期を妻が主張する最も早い時期である申立人が会社に

就職した時点（平成 10 年４月）にしても、申立期間①については、既に時効

が成立しており、保険料を納付することができなかったと考えられる。 

さらに、Ａ市の記録においても、オンライン記録同様、申立期間の保険料は

全て未納とされている。 

加えて、妻が申立期間の保険料を納付したとする時期（平成 10 年４月から

11 年２月までの間）は、年金記録管理業務のオンライン化、電算による納付



書作成、領収済通知書の光学式文字読取機（ＯＣＲ）による入力等、事務処理

の機械化が進み、記録漏れ、記録誤り等が生ずる可能性は少ない。 

このほか、申立人に対して別の国民年金手帳記号番号が払い出された形跡は

見当たらない上、妻が申立期間の保険料を納付したことを示す関連資料（確定

申告書、家計簿等）も無く、ほかに申立期間の保険料を納付したことをうかが

わせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 

 



愛知国民年金 事案 2876 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 59 年２月から平成元年５月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 59年２月から平成元年５月まで 

    私は、国民年金に加入してから国民年金をやめたことはなく、申立期間当

時も、夫の扶養家族になっていた。特に昭和 59 年６月までは、夫は高額の

安定した収入があり、国民年金保険料の納付に困ることはなく、保険料は高

額とは思わなかった。年金は必ず納付しないといけないという記憶があり、

納付書がくれば、自分で保険料を納付した。納付金額及び納付場所について

はよく覚えておらず、申立期間の保険料を納付したことを示す資料も無いが、

郵送されてきた納付書に現金を添えて納付したと思うので、未納とされてい

ることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の国民年金保険料は、送付されてきた納付書によりＡ市

役所又は郵便局で毎月納付していたとしているところ、申立人は、ⅰ）申立期

間の保険料の納付時期及び納付金額についてはよく覚えていないとしている

こと、ⅱ)同市において保険料納付が毎月となったのは、昭和 61年度以降であ

ることから、申立人の申立期間に係る保険料納付の記憶は曖昧である。 

また、申立人は、Ａ市役所で国民年金の資格喪失手続を行った覚えは無いと

しているところ、オンライン記録によると、申立人は、昭和 59年２月 17日に

任意加入被保険者資格を喪失し、その後、再び国民年金被保険者資格を取得し

たのは、平成元年７月１日とされており、同市の昭和 58 年度の国民年金被保

険者収滞納一覧表においても、申立人は昭和 59 年２月に任意加入資格を喪失

したこととされていることが確認でき、これら記録に齟齬
そ ご

は無く、不自然な点

は見受けられない。このため、申立期間は、国民年金に未加入となり、申立人



は、申立期間の保険料を納付することはできなかったものとみられる。 

さらに、申立人が申立期間の保険料を納付したことを示す関連資料（確定申

告書、家計簿等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付したことをうかがわ

せる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 

 



愛知国民年金 事案 2877 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成 15 年４月及び同年５月の国民年金保険料については、学生納

付特例により納付猶予されていたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 57年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 15年４月及び同年５月 

    私は、平成 15年７月にＡ市役所で学生納付特例の申請を行った。その際、

遅れた同年４月及び同年５月について疑問だったため聞いたところ、同市の

職員が「こちらで４、５月分についても免除の手続を行っておきます。」と

言われたため、それ以降何もしなかった。その後、社会保険事務所（当時）

の職員が同年４月及び同年５月の国民年金保険料が未納であるとして自宅

に保険料の徴収に来た。その際に「市役所に申請した際に遅れてしまったが、

免除の手続を行ってくれている。」と伝えた。集金人に市役所の対応につい

て説明し、了解して帰ったにもかかわらず、そのことについて調べ、説明す

ることもなく、それから数回、社会保険事務所から同じように保険料の納付

について督促を受けた。申立期間の前後は、学生納付特例が認められており、

同市でも手続を行うとしていたので、申立期間だけ未納とされていることに

納得がいかない。申立期間が学生納付特例の納付猶予であったことを認めて

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、平成 15 年７月に学生納付特例の申請手続を行い、その際に申立

期間についても同申請手続を行っておくとＡ市職員に言われたとしていると

ころ、オンライン記録の免除記録欄を見ると、「該当／申請 平 15.７.28始期

－終期 平 15.６－平 16.３ 処理年月日 平 15.８.19 種別 学」と記録さ

れており、申立人が学生納付特例の申請手続を行ったと主張する時期の同年７

月 28日に学生納付特例の申請が行われ、同年６月から 16年３月までの期間が

承認されていることが確認できる。しかしながら、申立期間当時、学生納付特

例の承認期間は申請月の前月までとされており、同市では、申立期間当時、学



生納付特例の申請について、申請日を遡及するような取扱いは行っておらず、

法律に基づく事務処理を行っていたとしていることから、この 15 年６月から

16 年３月までの学生納付特例に係る申請及び承認の事務処理に不自然な点は

見受けられない。このため、申立期間については、学生納付特例の申請日を基

準とすると、学生納付特例の承認を受けることはできない。 

また、 申立人が申立期間の保険料を学生納付特例により納付猶予されてい

たことを示す関連資料(日記、手帳等)は無く、ほかに申立期間の保険料を学生

納付特例により納付猶予されていたことをうかがわせる周辺事情も見当たら

ない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を学生納付特例により納付猶予され

ていたものと認めることはできない。 

 



愛知国民年金 事案 2878 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 47年３月から 50年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 47年３月から 50年３月まで 

    私は、会社を退職（昭和 47 年２月）し、実家に戻っていた頃に母親から

国民年金に加入するように言われた。加入手続時期は覚えていないが、49

年４月頃にＡ市Ｂ区役所に行き、担当部署で「３年間遡ると、保険料は３万

3,000 円になる。」と言われ、その場で３万 3,000 円を一括納付した。納付

を証明するものは無いが、申立期間が未納とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、加入手続時期は覚えていないが、昭和 49 年４月頃にＡ市Ｂ区役

所に行き、年金担当窓口で職員から「３年間遡ると、保険料は３万 3,000円に

なる。」と言われ、その場で申立期間の国民年金保険料３万 3,000 円を一括納

付したとしているところ、ⅰ）申立人は、加入手続時期、年金手帳の受領時期

及び受領方法については覚えていないとしていること、ⅱ）申立人が申立期間

の保険料を納付したと主張する時期を基準とすると、申立期間のうち 48 年３

月以前の保険料は過年度保険料となるが、同市では、過年度保険料は取り扱っ

ていなかったとしていること、ⅲ）申立期間の保険料をまとめて納付した場合

の保険料額は２万 5,800円となり、申立人が納付したと主張する保険料額とは

相違することから、申立人の申立期間に係る加入手続及び保険料納付状況の記

憶は曖昧である。 

また、オンライン記録及び国民年金手帳記号番号払出簿によると、申立人の

国民年金手帳記号番号は、昭和 51 年１月６日にＡ市Ｂ区において払い出され

ており、これ以前に申立人に対して別の国民年金手帳記号番号が払い出された

形跡は見当たらないことから、その頃に初めて申立人の国民年金加入手続が行

われ、この手続に際して資格取得日を遡って 47 年３月１日とする事務処理が



行われたものとみられる。このため、申立人は、申立期間当時、国民年金に未

加入であったこととなり、49 年４月時点では、申立期間の保険料を納付する

ことはできなかったものとみられる上、この手帳記号番号払出日を基準とする

と、申立期間のうち 47年３月から 48年９月までの期間の保険料は、時効によ

り納付することはできず、同年 10月から 50年３月までの期間の保険料は過年

度納付が可能であったものの、前述のとおり、申立人は、申立期間の保険料は

49 年４月頃にまとめて納付した後、遡って保険料を納付した記憶は無いとし

ている。 

さらに、申立人が申立期間の保険料を納付したことを示す関連資料（確定申

告書、家計簿等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付したことをうかがわ

せる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 

 



愛知国民年金 事案 2879 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 45年 10月から 51年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 45年 10月から 51年３月まで 

    私は、25歳になった昭和 50年＊月頃にＡ市役所で国民年金加入手続を行

った。同市担当職員から「20 歳から納付できる。まとめて納付するとこれ

だけです。」と言われ、20歳からの国民年金保険料を計算してくれ、その保

険料額は持参した５万円で足りたので５万円弱であったと思う。申立期間の

保険料を納付したことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、25歳になった昭和 50年＊月頃にＡ市役所で加入手続を行い、そ

の場で 20 歳からの国民年金保険料５万円弱を一括納付したとしているところ、

ⅰ）オンライン記録及び国民年金手帳受付処理簿によると、申立人の国民年金

手帳記号番号は、資格取得日を 45年＊月＊日（20歳到達時）として、53年６

月に同市で払い出されており、同市の国民年金被保険者名簿の年金手帳欄を見

ると、「発行年月日 53.６.１」と記載されていることから、申立人の加入手続

は同年６月１日に行われたものとみられ、この加入手続時期を基準とすると、

申立期間の保険料は時効により納付できないこと、ⅱ）申立人が加入手続を行

ったと主張する時期は、第２回特例納付実施期間（49 年１月から 50 年 12 月

まで）中であることから、この加入手続を行ったと主張する時期を基準とする

と、申立期間のうち、時効により保険料を納付することはできない 48 年４月

から同年６月までを除く期間については、特例納付、過年度納付及び現年度納

付を利用して保険料を納付することは可能であったものの、同市では、特例納

付及び過年度保険料は取り扱っていなかったとしており、申立人の主張と相違

することから、申立人の申立期間に係る加入手続及び保険料納付状況の記憶は

曖昧である。 



また、申立人の納付記録を見ると、昭和 51年度及び 52年度の保険料が昭和

53年 12月にまとめて過年度納付（４万 3,200円）されており、この納付時期

は、第３回特例納付実施期間（53年７月から 55年６月まで）中であることか

ら、申立期間の保険料を特例納付することが可能であったものの、申立人は特

例納付の説明は聞いていないとしている上、この特例納付により申立期間の保

険料を納付した場合の保険料額は 26万 4,000円となり、申立人が納付したと

する金額とは相違する。 

さらに、申立人に別の国民年金手帳記号番号が払い出された形跡は見当たら

ない上、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（確定

申告書、家計簿等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付していたことをう

かがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 

 



愛知国民年金 事案 2880 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成元年７月及び２年 11 月から３年１月までの期間の国民年金保

険料については、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 31年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成元年７月 

             ② 平成２年 11月から３年１月まで 

    私の国民年金は、妻が加入手続を行い、保険料を納付していた。申立期間

当時仕事を転々としていたが、国民年金保険料の納付に困ることはなかった。

妻は、年金や保険等は常に気にかけ、借金も嫌いで請求書等が来れば必ず支

払っていた。仮に私の保険料が未納であれば、請求書が送付されるはずであ

り、請求書が届けば妻が当然納付したはずだ。申立期間については妻が納付

済みとされているにもかかわらず、私の分が未納とされていることは納得で

きない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間に係る国民年金加入手続及び国民年金保険料納付に直接

関与しておらず、これらを行ったとする妻は、加入手続時期及び場所について

は覚えておらず、申立期間の保険料は申立人の分と一緒に納付したとしている

ものの、納付時期、納付場所、納付金額等については覚えていないとしている

ことから、申立人の申立期間に係る加入手続及び保険料納付状況の詳細は不明

である。 

また、国民年金手帳払出控及び国民年金手帳記号番号払出簿によれば、申立

人の国民年金手帳記号番号は平成５年１月 18 日にＡ市Ｂ区に払い出されてお

り、同市の申立人及びその妻の国民年金被保険者名簿を見ると、申立人の資格

取得欄の上段に元年７月１日、２段目に同年７月 23 日と記載された右横に５

年２月３日と記載されており、同様に資格喪失欄の上段に元年７月３日、２段

目に同年８月１日と記載された右横に５年２月３日と記載されていること、及

び妻の資格喪失欄に同年１月 31 日に第３号被保険者を資格喪失し事由欄には



同年２月３日、資格取得欄に同年１月 31 日に第１号被保険者を資格取得し事

由欄には同年２月３日と記載されていることが確認できる。このことから、同

年２月に申立人の国民年金加入手続と併せて妻の第３号被保険者から第１号

被保険者への切替手続が行われたものとみられる。 

さらに、オンライン記録を見ると、申立期間に係る国民年金の資格得喪の記

録は、平成５年４月２日に追加処理されたものであることが確認でき、このこ

とは、前述のＡ市の国民年金被保険者名簿において加入手続が行われたとみら

れる同年２月に申立期間①の資格取得日及び資格喪失日に係る事務処理が行

われていることとも符合する。このため、申立人は申立期間当時、国民年金に

は未加入であったものとみられる上、この申立期間に係る資格得喪の記録が追

加処理された時点では、申立期間の保険料は時効となり過年度納付書も発行さ

れないことから、妻は申立期間の保険料を納付することはできなかったものと

みられる。 

加えて、申立人に対して別の国民年金手帳記号番号が払い出された形跡は見

当たらない上、申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（確定申

告書、家計簿等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付していたことをうか

がわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 

 



愛知国民年金 事案 2881（事案 2295の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 46年１月から 48年９月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 46年１月から 48年９月まで 

    私は、当初の申立期間である昭和 46年１月から 49年 12 月までの４年間

の保険料を全額納付したにもかかわらず、私が国民年金に加入した 35歳（昭

和 51年＊月）を基準とすると 46年１月から 48年９月までの期間（33か月）

は、時効により保険料を納付することはできないという理由により、記録訂

正が認められたのは３分の１にも満たない同年 10月から 49年 12 月までの

15 か月であった。新しい証拠などは無いが、当初の申立てにおいて申立期

間の納付金額は２万円から３万円としていたが、２万円から５万円を超えな

い金額であったことを思い出した。当初の申立期間の４年間の保険料は全て

納付しているはずであり、申立期間の納付を認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る申立てについては、オンライン記録、国民年金手帳記号番号

払出簿及びＡ市が保管する「国民年金手帳受払及び連名簿」によれば、申立人

の加入手続は昭和 51年＊月に行われ、その手続に際し資格取得日を遡って 36

年＊月＊日とする事務処理が行われたとみられる。この加入手続時期を基準と

すると、申立期間については、時効により保険料を納付することはできないこ

とから、既に当委員会の決定に基づく平成 22年６月 30日付け申立期間のうち

昭和 48年 10月から 49年 12月までの期間についてのみ納付記録を訂正する必

要があるとする通知が行われている。 

今回の再申立てにおいて、申立人は、当初の申立てにおける申立期間の納付

金額は２万円から３万円としていたが、２万円から５万円を超えない金額であ

ったと申立内容を変更しているものの、これは、当初の判断理由のとおり、申

立人の加入手続が行われた時期を基準とすると、申立期間は時効により保険料



は納付できない上、申立人が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわ

せる新たな資料及び情報の提出も無いことから、これは委員会の当初の決定を

変更すべき新たな事情とは認められず、そのほかに委員会の当初の決定を変更

すべき新たな事情は見当たらないことから、申立人は、申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。 

 



愛知国民年金 事案 2882 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 61年 11月から 62年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 41年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 61年 11月から 62年３月まで 

    私が専門学校卒業（昭和 62 年３月）後、何年かしてから、母親が私の国

民年金の加入手続を行ってくれたと思う。その後、Ａ市役所からだったと思

うが 20歳からの未納分とその年の納付書が送られてきたので、20歳からの

未納分の国民年金保険料を何回かに分けて、母親が農協のＢ支店で全額納付

してくれたので未納期間は無いはずである。申立期間の保険料が未納とされ

ていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、国民年金加入手続及び申立期間の保険料納付に直接関与しておら

ず、これらを行ったとする母親は、Ａ市役所からだったと思うが 20 歳からの

未納分とその年の納付書が送られてきたので、20 歳からの未納分の保険料を

何回かに分けて農協のＢ支店で全額納付したので未納期間は無いはずである

としているものの、加入手続時期、申立期間の保険料の納付時期及び納付金額

については覚えていないとしていることから、母親の申立人に係る加入手続及

び申立期間の保険料納付状況の詳細は不明である。 

また、オンライン記録及び国民年金手帳記号番号払出簿によれば、申立人の

国民年金手帳記号番号は、平成元年７月４日にＡ市で払い出されており、これ

以前に申立人に対して別の国民年金手帳記号番号が払い出された形跡は見当

たらないことから、その頃に初めて申立人の国民年金加入手続が行われ、この

加入手続において、資格取得日を遡って昭和 61年＊月＊日（20歳到達時）と

する事務処理が行われたものとみられる。このため、この手帳記号番号払出時

期を基準とすると、申立期間の保険料は時効で納付することはできず、当該期

間の納付書は発行・送付されなかったものとみられる。 



さらに、前述の手帳記号番号払出時期を基準とすると、昭和 62 年４月から

平成元年３月までの保険料は、過年度納付が可能であり、オンライン記録を見

ると、当該期間の保険料は納付済みとされていることが確認できることから、

母親が加入手続後、送付されてきた納付書で何回かに分けて納付したと記憶し

ている保険料は、当該期間の保険料であった可能性も否定できない。 

加えて、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家

計簿等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる

周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 

 



愛知国民年金 事案 2883 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成７年４月から８年３月までの国民年金保険料については、納付

していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 47年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成７年４月から８年３月まで 

    私は、20 歳（平成４年＊月）から９年３月まで学生だった。20 歳になっ

た時に、母親がＡ市役所で国民年金の加入手続を行い、保険料納付も、全て

母親が行っていた。学生時代に免除申請していた保険料を 10 年以内に納付

しなければならないため、母親が免除されていた申立期間の保険料を 14 年

頃にＢ社会保険事務所（当時）の２階の窓口で追納した。申立期間以外の国

民年金保険料は全て納付済みとされているのに、申立期間の保険料が申請免

除とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、国民年金加入手続及び申立期間の保険料納付に直接関与しておら

ず、これらを行ったとする母親は、申立人が 20 歳（平成４年＊月）になった

時にＡ市役所で国民年金の加入手続を行い、その後、申立人の学生時代に免除

申請していた保険料を 10 年以内に納付しなければならないため、申立期間の

保険料を 14 年頃にＢ社会保険事務所の２階の窓口で追納したとしているもの

の、申立期間の保険料を追納するための納付書の受領、納付時期及び納付金額

については覚えていないとしていることから、申立期間の保険料納付状況の詳

細は不明である。 

また、オンライン記録の追納記録欄を見ると、「追納申込期間 平６.６―平

７.３ 平７.４―平８.３ 追納申込種別 全免 追納申出 平 13.10.16 

金額（円） 314,480 納付期限 平 14.３.31」とされていることから、平成

13 年 10 月 16 日に、申立期間を含む６年６月から７年３月までの期間及び同

年４月から８年３月までの期間の追納申出の手続がされ、当該期間の納付書２



枚が作成・発行されたものとみられる。しかしながら、オンライン記録の追納

加算記録欄を見ると、「期間 平６.６―平７.３ 追納種別 全免 金額 

143,000 収納年月日 平 13.11.19 処理年月日 平 13.11.21」とされている

ことが確認できることから、前述の追納申出の手続により作成・発行された２

枚の納付書のうち、６年６月から７年３月までの期間の納付書により、13 年

11月 19日に追納されたものと推認されるものの、申立期間の保険料が追納さ

れた形跡が見当たらない上、新たに申立期間の保険料について追納申出が行わ

れた形跡も見当たらない。このオンライン記録の納付記録は、Ａ市が保管する

国民年金全件リストの国民年金納付記録とも符合しており、これら記録に齟齬
そ ご

は無く、不自然な点は見受けられない。 

さらに、母親が申立期間の保険料を追納したとする平成 14 年当時は、電算

による納付書作成、領収済通知書の光学式文字読取機（ＯＣＲ）による入力等

事務処理の機械化が進み、記録漏れ、記録誤り等が生ずる可能性は少なくなっ

ているものと考えられる。 

加えて、申立人に対して別の国民年金手帳記号番号が払い出された形跡は見

当たらない上、申立人が申立期間の保険料を納付したことを示す関連資料（確

定申告書、家計簿等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付したことをうか

がわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 

 



愛知厚生年金 事案 5667 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 39年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 18年 10月１日から 19年 11月１日まで 

    私は、申立期間において期間は定かでないがＡ社及びＢ社に勤務していた

が、両社における厚生年金保険被保険者記録が無い。調査の上、両社に勤務

した期間について、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間のうち、Ａ社に係る勤務期間については、同社から提出された申立

人の入社年月日及び退職年月日が記された退職願及び同社からの回答により、

申立人は、申立期間のうち、平成 19年８月 11日から同年８月 23 日までの期

間において同社に勤務していたことが認められる。 

しかし、Ａ社から提出された申立人の給与明細書により、申立人は、厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていないことが確認できる。 

申立期間のうち、Ｂ社に係る勤務期間については、同社から提出された申立

人に係る賃金台帳の勤務日数、給与支給記録及び同社からの回答により、申立

人は、申立期間のうち、平成 19年８月 30日から同年９月１日までの期間にお

いて同社から派遣され、Ｃ社に勤務していたことが推認できる。 

しかし、当該賃金台帳により、申立人は、厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていないことが確認できる。 

このほか、申立人は、Ａ社及びＢ社における厚生年金保険料控除に係る記憶

が曖昧である上、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間の厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたと認めることはできない。



愛知厚生年金 事案 5668 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成元年９月から３年１月４日まで 

    私は、平成元年９月からＡ社に勤務しており、申立期間について、厚生年

金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が現在勤務する事業所から提出された履歴書により、申立人が申立期

間においてＡ社に勤務していたことがうかがえる。 

しかし、申立人が記憶する同僚は他界しており、他の同僚からも申立期間当

時のＡ社における厚生年金保険の取扱いについて証言は得られなかった。 

また、Ａ社は、既に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっており、当時の

事業主及び同社の事務担当者とされる者も他界していることから、申立期間当

時の厚生年金保険料の控除について確認できない。 

さらに、申立人から提出された健康保険厚生年金保険被保険者資格取得確認

および標準報酬決定通知書、オンライン記録における当該資格取得に係る処理

年月日等から、申立人の資格取得日については、事業主によりオンライン記録

どおり平成３年１月４日とする旨の届出が行われたものと判断される。 

このほか、申立人は、申立期間における厚生年金保険料控除に係る記憶が曖

昧である上、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



愛知厚生年金 事案 5669 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として、その主張する

標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 27年生 

    住 所 ：  

              

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成18年10月１日から20年10月１日まで 

    Ａ社で勤務していた期間のうち、申立期間について、実際に支払われた給

与と標準報酬月額が相違しているので、申立期間の標準報酬月額の記録を訂

正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出された「所得税源泉徴収簿兼報酬・成果台帳」に記載された

申立期間に係る給与額に見合う標準報酬月額は、申立人が主張するとおり、オ

ンライン記録の標準報酬月額よりも高い額になることが確認できる。 

しかし、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に

基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付

が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人

の報酬月額のそれぞれに見合う標準報酬月額の範囲内であることから、これら

の標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定することとなるところ、当該台帳

によると、申立期間に係る厚生年金保険料控除額に見合う標準報酬月額は、オ

ンライン記録の標準報酬月額と一致していることが確認できる。 

このほか、申立期間について、申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを確認できる関連資

料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。



愛知厚生年金 事案5670 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和２年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和26年７月１日から29年５月10日まで 

    申立期間については、Ａ社に勤務していたので、厚生年金保険の被保険者

として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、「昭和26年２月＊日に結婚し、養子に入った際、養子先の家庭の

事情により同年７月１日からＡ社に勤務し始めた。」と述べているところ、戸

籍謄本により、申立人は、昭和27年２月＊日（住所変更は同年２月６日）に

養子縁組していることが確認できる。 

   また、Ａ社から提出された健康保険厚生年金保険被保険者名簿（以下「被保

険者名簿」という。）における申立人の被保険者資格の取得日は昭和29年５月

10日とされており、オンライン記録の取得日と一致している。 

   さらに、オンライン記録により、申立人は、申立期間のうち、昭和28年２月

１日から29年５月８日までの期間において、Ａ社とは別会社（Ｂ社）におけ

る厚生年金保険被保険者記録が確認できるところ、申立人は、「Ｂ社は、Ａ社

を辞めてから勤めたので、年金記録が間違っている。」と主張しているが、Ｂ

社に係る被保険者名簿及び厚生年金保険被保険者台帳における申立人の資格

取得日（28年２月１日）及び資格喪失日（29年５月８日）は、いずれも、オ

ンライン記録の取得日及び喪失日と一致している。 

   加えて、申立人は、Ａ社の同僚の名前を覚えていないため、同社において被

保険者記録がある同僚に連絡を取ったが、証言又は回答が得られた二人の同

僚は、いずれも申立人のことを覚えていない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたと認めることはできない。



愛知厚生年金 事案 5671 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 54年４月１日から 59年７月１日まで              

    私は、申立期間においてＡ社に勤務していたが、厚生年金保険の被保険者

記録が無いので、申立期間について、被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出された名刺及び訪問販売員教育登録証から判断して、期間は

明らかでないが、申立人がＡ社に勤務していたことは推認できる。 

しかしながら、オンライン記録によると、Ａ社は、昭和 57年４月 29日に厚

生年金保険の適用事業所ではなくなっており、申立期間のうち、同年４月 29

日以降の期間において適用事業所であったことが確認できない。 

また、Ａ社の申立期間当時の社会保険事務担当者及び同社Ｂ支店の同僚は、

「社会保険の加入については、役員判断、各支店の裁量で手続がなされ、全て

の者を厚生年金保険に入れていたわけではない。」と証言している上、複数の

同僚が「Ａ社の営業は出入りが激しく、様子見の期間があり、厚生年金保険の

加入についても、一定期間経過後に手続が行われていた。」旨証言している。 

さらに、Ａ社Ｂ支店において一緒に勤務していたとして申立人が名前を挙げ

ている同僚４人は、同社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において記

録が確認できない。 

加えて、Ａ社に係る上記被保険者名簿において、申立期間に申立人の名前は

無く、健康保険の整理番号に欠番も見られない。 

このほか、申立人の申立期間における勤務実態及び厚生年金保険料の控除に

ついて確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。



愛知厚生年金 事案 5672 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 57年から 62年まで 

    Ａ社Ｂ支店で勤務していた同僚に会うと、「厚生年金をもらっている。」と

言っているので、私の同社での厚生年金保険の記録がコンピューターに間違

って入力されたのではないかと思う。子供のけがの為に退職したが、５年ぐ

らい勤務していたので、申立期間について、厚生年金保険の被保険者として

認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出された昭和58年４月の昇給通知書、同年11月の給料袋及び同

年分給与所得の源泉徴収票、並びに雇用保険の記録により、申立人は、申立期

間のうち、57年８月２日から59年７月７日までの期間においてＡ社Ｂ支店で勤

務していたことが認められる。 

しかしながら、申立人がＡ社Ｂ支店で厚生年金保険の被保険者記録があると

して名前を挙げた同僚は、「時期ははっきり覚えていないが、Ａ社Ｂ支店で勤

務していた。」と証言しているところ、当該同僚の同社同支店での厚生年金保

険の被保険者記録は確認できない。 

また、管轄の市役所から提出された資料により、申立人は、申立期間におい

て国民健康保険の被保険者であったことが確認できる。 

さらに、Ａ社は、「申立内容について確認できる資料が無いので、何も分か

らない。」と回答しており、申立人の同社における勤務実態及び厚生年金保険

料の控除について確認できない。 

加えて、Ａ社Ｂ支店の厚生年金保険被保険者原票には、申立人の雇用保険の

記録が確認できる期間において厚生年金保険の整理番号に欠番は見られない。 

このほか、申立人の申立期間における勤務実態及び厚生年金保険料の控除に

ついて確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。



愛知厚生年金 事案 5673 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 41年 12月 25日から 42年１月 17日まで 

② 昭和 43年５月 18日から同年７月 18日まで 

③ 昭和 46年９月 16日から 47年９月 16日まで 

私は、Ａ社を退職した翌日の昭和 41年 12 月 25日にＢ社に入社したが、

42年１月 17日からの年金記録となっているので、申立期間①について、厚

生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

また、Ｃ社における年金記録は、昭和 43 年７月 18 日から 46 年９月 16

日までの 38 か月間となっているが、勤務していた期間は、43 年５月 18 日

から 47年９月 15日までであり、合計 14か月間の年金記録が無いので、申

立期間②及び③について、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、Ｂ社から提出された入退社記録帳によると、申立人は、

昭和 42年１月 17日に同社に入社し、43年５月 20日に退職したこととされて

いる。 

また、Ｂ社において、昭和 41年 11月１日から申立人の同社での厚生年金保

険被保険者資格の取得日（42年１月 17日）までの間に資格取得した同僚８人

のうち、連絡が取れた４人は、いずれも「自分の勤務期間と年金記録は一致し

ている。」と証言している。 

さらに、Ｂ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票（以下「被保険者原

票」という。）によると、申立人の資格取得日は昭和 42年１月 17 日、資格喪

失日は 43年５月 21日と記録されており、オンライン記録の資格取得日及び資

格喪失日と一致している上、健康保険の整理番号に欠番も見られない。 

加えて、雇用保険の記録によると、Ｂ社における取得日（昭和 42年１月 17



日）及び離職日（43年５月 20日）の翌日は、オンライン記録の資格取得日及

び資格喪失日と一致している。 

申立期間②及び③について、Ｃ社の事業を譲受したＤ社は、「Ｃ社は平成 19

年に解散しており、当社とは関係無いため、同社に関する資料は無い。」と回

答している上、当該期間当時のＣ社の人事管理部責任者は、「勤務形態、勤務

時間、勤務日数等が変わらなければ、在籍中に、資格喪失手続は行わない。健

康保険組合があるので、正しく社会保険の手続をしていた。」と証言している。 

また、申立人が名前を挙げた同僚３人のうち２人は、「自分は、申立人より

先にＣ社に入社したが、申立人の勤務期間については分からない。自分の年金

記録は合っている。」と証言している。 

さらに、Ｃ社に係る被保険者原票によると、申立人の資格取得日は昭和 43

年７月 18日、資格喪失日は 46年９月 16日と記録されており、オンライン記

録の資格取得日及び資格喪失日と一致している上、厚生年金保険の整理番号に

欠番も見られない。 

加えて、Ｅ健康保険組合は、「Ｃ社は、昭和 40年８月１日から当組合に加入

しているが、申立人の被保険者記録は確認できない。」と回答しているととも

に、雇用保険の記録によると、Ｃ社における取得日（昭和 43年７月 18日）及

び離職日（46 年９月 15日）の翌日は、オンライン記録の資格取得日及び資格

喪失日と一致している。 

このほか、申立人の申立期間①、②及び③における勤務実態及び厚生年金保

険料の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①、②及び③に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



愛知厚生年金 事案 5674（事案 2492の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 37年２月から 39年９月まで 

    Ａ親方の下で、職人としてＢ社に勤務していた。毎月、厚生年金保険料を

給与から控除されていたことは間違いないので、前回の決定には納得できな

い。親方の娘さんが給料の計算など親方の事務を手伝っていたことを思い出

したので、申立期間について、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る申立てについては、Ｂ社が「当時の資料は無いので、当時の

ことは不明。」と回答しており、申立人の同社における勤務実態及び厚生年金

保険の取扱いについて確認できない上、複数の同僚の証言から判断して、申立

人が下請の職人であった可能性も払拭できないなどとして、既に当委員会の決

定に基づき、平成 22年３月 10日付け年金記録の訂正は必要でないとする通知

が行われている。 

これに対し、申立人は、「Ａ親方の下で、職人としてＢ社に勤務していた。

毎月、厚生年金保険料を給与から控除されていたことは間違いないので、前回

の決定には納得できない。親方の娘さんが給料の計算など親方の事務を手伝っ

ていたことを思い出した。」などと新たに主張し、再度申し立てているところ、

今回新たに調査協力が得られたＡ親方の下で勤務していた複数の同僚が「申立

人が、Ａ親方の下でＢ社に勤務していたことを覚えている。」と証言している

ことから、期間は明らかでないものの、申立人が同親方の下でＢ社に勤務して

いたことはうかがえる。 

しかし、上記複数の同僚は、「申立人が社員だったか下請の職人だったかま

では分からない。ただ、当時、Ａ親方の下で勤務していた職人の厚生年金保険

の取扱いに関しては、親方がＢ社に取り次いでいたため、親方しか分からない



と思う。」と証言しているところ、Ａ親方は既に死亡しており、申立人の申立

期間における厚生年金保険の取扱いについて確認できない。 

また、Ａ親方の娘二人は、「私たちは、職人さんたちの給料の計算を手伝っ

ていた。職人さんたちの厚生年金保険の取扱いに関しては、父がＢ社に取り次

いでいたため、詳しいことは分からない。また、当時の資料は残っていない。」

と証言している。 

そのほかに、委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらないこ

とから、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



愛知厚生年金 事案 5675（事案 189及び 4387の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、船員保険被保険者として船員保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 31年１月から 32年３月まで 

私が申立期間において雇われていたのはＡ船で、給料も同船の会社からも

らっていた。同船の漁船団員は 45 人ぐらいで、私は、同船を本船とする漁

船団の一部である母船のＢ船に乗船し、無線通信士をしていたが、同船に雇

われていたわけではない。Ａ船の事務員で年齢が私より 10 歳ぐらい上のＣ

氏に通信士として雇われた。 

私と同じ通信士で一緒に給料をもらっていた同僚Ｄ氏は、Ａ船の年金を受

け取っているにもかかわらず、私は年金を受け取れないでいる。申立期間に

ついて、再度調査して、船員保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る申立てについては、申立人は、当初、「昭和 31 年４月から

32年３月までＡ船に乗船していた。」と主張していたが、当該期間におけるＡ

船の船舶所有者が特定できない上、当時の同船での同僚が見付からないことな

どから、申立人の当該期間における勤務実態等について確認できないとして、

既に当委員会の決定に基づき、平成 20 年８月６日付け年金記録の訂正は必要

でないとする通知が行われている。 

また、申立人は、上記の当委員会の通知を受けた後、「昭和 31年１月からＡ

船を本船とする漁船団の中の母船であるチャーター船のＢ船に乗り、通信士を

していた。同僚Ｄ氏及びＥ氏は本船のＡ船に乗り、同僚Ｆ氏は自分と同じ母船

のＢ船に乗っていたことを思い出した。」などと主張して再度申し立てており、

同僚Ｄ氏などの証言から、時期は特定できないものの、申立人がＢ船に乗船し

ていたことは推認できるが、ⅰ）同船は船舶原簿謄本に記録が見当たらず、同

船の船舶所有者を特定できない上、同僚Ｅ氏は既に死亡しており、Ｆ氏は連絡



先が明らかでないため、申立人の申立期間における勤務実態及び船員保険の取

扱いについて確認できないこと、ⅱ）同船の本船であるＡ船の船舶所有者は、

同船の船舶原簿謄本により、申立期間のうち昭和 31 年１月から 32 年２月 12

日まではＧ氏、同年２月 13 日から同年３月まではＨ事業所であることが確認

できるところ、同氏は申立期間のうち 31年 11月 28日よりも後の期間におい

て、同事業所は申立期間において、船員保険の適用事業所であったことが確認

できないこと、ⅲ）同船の船舶所有者である同氏の船員保険被保険者名簿にお

いて被保険者記録が確認できる者は、いずれも本船である同船に乗っていた者

で、チャーター船に乗っていた者の記録は確認できないところ、申立人が同じ

母船のＢ船に乗っていたとして名前を挙げた同僚Ｆ氏の記録は当該名簿にお

いて確認できないことなどから、既に当委員会の決定に基づき、平成 22年 10

月６日付け年金記録の訂正は必要でないとする通知が再度行われている。 

これに対し、申立人は、「私が雇われていたのはＡ船で、給料も同船の会社

からもらっていた。同船の漁船団員は 45 人ぐらいで、私は母船のＢ船に乗船

し無線通信士をしていたが、同船に雇われていたわけではない。Ａ船の事務員

で年齢は私より 10歳ぐらい上のＣ氏に通信士として雇われた。」などと新たに

主張して再度申し立てている。 

しかし、Ａ船の船舶所有者であるＧ氏の船員保険被保険者名簿によると、申

立期間当時に被保険者記録が確認できる者は、最も多い時でも 34 人であり、

漁船団員が 45 人ぐらいいたとする申立人の主張とは大きく異なっており、同

船の漁船団員であっても、被保険者資格を取得しなかった者が多数存在したこ

とがうかがえる。 

また、上記の船員保険被保険者名簿において被保険者記録が確認できる元船

員の１人が記憶する同僚で、船舶所有者であるＧ氏の持ち船の母船（Ｂ船とは

別の母船）に乗船していた同僚は、当該名簿に名前が無い上、同人が記憶する

同母船の複数の同僚についても、当該名簿に名前が無いことから、申立期間当

時、船舶所有者である同氏は、原則、本船に乗っていた者については、船員保

険の被保険者資格を取得させていたが、母船に乗っていた者については、被保

険者資格を取得させない取扱いをしていたことがうかがえる。 

さらに、申立人が名前を挙げた事務員のＣ氏は、名字のみの記憶であるため

人物を特定できず、申立人に係る船員保険の取扱い等について確認できない。 

このほか、申立人の申立期間における船員保険料の控除について確認できる

関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

そのほかに委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらないこ

とから、申立人が船員保険被保険者として、申立期間に係る船員保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



愛知厚生年金 事案5676 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 38年２月 16日から同年 12月１日まで 

私は、昭和38年２月16日からＡ事業所Ｂ支店で臨時雇用員として勤務し、

同年12月１日に職員となったが、同年12月１日に共済組合の被保険者となっ

ており、それ以前の期間については、共済組合及び厚生年金保険のどちらの

被保険者にもなっていない。 

しかし、Ａ事業所の後継事業所であるＣ社から取り寄せた人事記録による

と、私は、昭和38年２月16日にＡ事業所に入職したことが確認でき、共済組

合の被保険者となるまでの期間は厚生年金保険の被保険者であったと思う

ので、申立期間について、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｃ社が保管している人事記録により、申立人が昭和38年２月16日に臨時雇用

員としてＡ事業所Ｂ支店に採用され、同年10月１日に試用員を命ぜられ、同年

12月１日に職員に登用されたことが確認できる。 

しかし、Ａ事業所Ｂ支店は、申立期間中の昭和38年10月１日に厚生年金保険

の適用事業所となっており、それ以前の期間において適用事業所であったこと

が確認できないところ、同事業所の「臨時雇用員等社会保険事務処理規程」に

よると、臨時雇用員及び試用員を社会保険の適用対象とすることになったのは、

同事業所が適用事業所となった同年10月１日以降であったことが確認できる。 

また、Ｄ機構は、「昭和38年10月１日以降、臨時雇用員及び試用員を厚生年

金保険に加入させる取扱いになったが、実際の加入手続等の時期については、

事業所の裁量に委ねられていた。」と回答している。 

さらに、Ｃ社は、「昭和38年12月１日にＡ事業所Ｂ支店において試用員から

職員となって共済組合の組合員になった者は、申立人を含め32人であった。」



と回答しているところ、オンライン記録によると、当該32人のうち、同日以前

から厚生年金保険被保険者記録が確認できる者は、３人のみであることから、

申立期間当時のＡ事業所は、厚生年金保険の適用事業所となった際、必ずしも

全ての臨時雇用員及び試用員について厚生年金保険の被保険者とする取扱い

を行っていなかったことがうかがえる。 

加えて、申立期間においてＡ事業所Ｂ支店で勤務していたとする複数の同僚

に照会したが、申立期間における厚生年金保険料の控除をうかがわせる証言を

得ることはできない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



愛知厚生年金 事案 5677 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者であったことを認める

ことはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成３年３月 31日から同年４月１日まで 

私は、平成２年９月から３年３月までの７か月間、Ａ社に勤務していたが、

年金記録を確認したところ、同社における記録が６か月しか無いことが分か

った。 

私が保管している平成３年３月分の給与明細書により、厚生年金保険料を

控除されていたことが確認できるので、申立期間について、厚生年金保険の

被保険者として認めてほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出されたＡ社の給与明細書により、申立人は、同社に勤務した

平成２年９月から３年３月までの厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていることが認められる。 

しかし、申立人から提出された平成３年分源泉徴収票及び雇用保険の記録に

より、申立人のＡ社における離職日は、平成３年３月 30 日であるとともに、

当該離職日の翌日は、オンライン記録の資格喪失日と一致していることが確認

できる。 

また、Ａ社が加入していたＢ厚生年金基金及びＣ健康保険組合における申立

人の資格喪失日は、いずれも平成３年３月 31 日と記録されており、オンライ

ン記録の資格喪失日と一致していることが確認できる。 

さらに、厚生年金保険法では、第 19条において、「被保険者期間を計算する

場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した月からその資格を喪

失した月の前月までをこれに算入する。」と規定されており、第 14条において、

資格喪失の時期は、その事業所に使用されなくなった日の翌日と規定されてい

る。 



これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人は、平成３年３月の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

ることが認められるものの、申立期間においてＡ社に使用されていた者であっ

たと言えないことから、申立期間について、厚生年金保険の被保険者であった

と認めることはできない。 



愛知厚生年金 事案 5678 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 26年９月２日から同年 10月 25日まで 

             ② 昭和 26年 10月 25日から 30年 12月 27日まで 

    日本年金機構から「脱退手当金を受け取られたかどうか」の確認はがきを

もらった。脱退手当金を受給した覚えは無いので、申立期間について、厚生

年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間当時の脱退手当金の取扱いについて申立てに係る事業所に照会し

たところ、「脱退手当金について、退職者が多い場合は説明会、少ない場合は

個別に説明していた。国民年金制度導入前の退職者で、再就職の予定が無い人

には、脱退手当金を請求するよう指導し、請求手続を行っていた。」と回答が

あり、事業主による代理請求が行われていたことがうかがわれる。 

また、申立期間当時は、通算年金通則法施行前であり、20年以上の厚生年金

保険被保険者期間が無ければ年金が受給できなかったことから、申立期間の事

業所を退職後、約19年間にわたり厚生年金保険の被保険者記録が無い申立人が

脱退手当金を受給することに不自然さはうかがえない。 

さらに、申立人の厚生年金保険被保険者台帳（旧台帳）には、脱退手当金が

支給されたことを示す記録があり、資格期間、平均標準報酬月額、支給年月日

などの具体的な記載がある上、支給額に計算上の誤りは無く、一連の事務処理

に不自然さはうかがえない。 

加えて、申立人から事情を聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退

手当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



愛知厚生年金 事案5679 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和31年４月１日から33年11月４日まで 

             ② 昭和33年12月５日から39年６月25日まで 

    平成 22 年３月に年金記録を見て、脱退手当金の支給記録があることを知

った。Ａ社を退職する時、退職金をもらっていないし、脱退手当金の話も無

かった。脱退手当金の受給記録を取り消して、申立期間について、厚生年金

保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の健康保険厚生年金保険被保険者名簿及び同原票には、脱退手当金の

支給を意味する「脱」の表示が記されているとともに、申立期間①及び②の脱

退手当金は、支給額に計算上の誤りは無く、申立期間②に係る厚生年金保険被

保険者資格喪失日から約５か月後の昭和39年11月19日に支給決定されている

ほか、厚生年金保険被保険者台帳には脱退手当金の算定のために必要となる標

準報酬月額等を社会保険庁（当時）から当該脱退手当金を裁定した社会保険事

務所（当時）へ回答したことが記録されているなど、一連の事務処理に不自然

さはうかがえない。 

さらに、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当金

を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



愛知厚生年金 事案5680 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和36年５月15日から38年７月１日まで 

    Ａ事業所を退職した頃は脱退手当金のことは知らなかったが、平成 11 年

４月頃、社会保険事務所（当時）へ年金の相談に行った時に初めて、脱退手

当金が支給済みとなっていることを知った。脱退手当金を受け取っていない

ので、支給記録を取り消し、申立期間について、厚生年金保険の被保険者と

して認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の健康保険厚生年金保険被保険者名簿及び同原票には、脱退手当金の

支給を意味する「脱」の表示が記されているとともに、申立期間の脱退手当金

は、支給額に計算上の誤りは無く、申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格

喪失日から約７か月後の昭和39年２月14日に支給決定されているなど、一連の

事務処理に不自然さはうかがえない。 

さらに、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当金

を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



愛知厚生年金 事案 5681 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和36年９月15日から41年９月21日まで 

厚生年金保険の受給手続時に加入期間を確認したところ、申立期間につい

ては、脱退手当金が支給されているため、厚生年金保険の支給対象とはなら

ないことが分かった。 

しかし、私は、脱退手当金を受給した記憶は無いので、申立期間について

厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

脱退手当金の支給については、申立人の申立期間に係る脱退手当金裁定請求

書が現存しており、脱退手当金支給決定伺が作成されているなど、適正に裁定

手続を行っていることが確認できる。 

また、申立人の健康保険厚生年金保険被保険者原票には脱退手当金が支給さ

れていることを意味する「脱」の表示が記されているとともに、申立期間の脱

退手当金は、支給額に計算上の誤りは無く、一連の事務処理に不自然さはうか

がえない。 

さらに、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当金

を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。



愛知厚生年金 事案5682 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和６年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和22年10月１日から28年２月14日まで 

    私は、申立期間が脱退手当金支給済みとなっていることを、送られてきた

はがきで初めて知った。脱退手当金を受け取っていないのに、受け取ったこ

ととされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が勤務していたＡ社の健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、

昭和 25年１月 21日から 33年 11月 14日までに資格喪失した女性のうち（申

立人は 28年２月 14日資格喪失）、受給資格者 11人の脱退手当金の支給記録を

確認したところ、申立人を含め８人に支給記録が確認でき、そのうち６人につ

いて資格喪失日から約３か月以内に支給決定がなされている上、同僚のうち１

人が、「Ａ社で脱退手当金の請求手続をしてもらった。」と証言していることか

ら、申立人についても、その委任に基づき事業主による代理請求がなされた可

能性が高いものと考えられる。 

また、申立人の厚生年金保険被保険者台帳（旧台帳）には、脱退手当金を支

給されていることを意味する「脱」の表示が記されている上、申立期間の脱退

手当金は、支給額に計算上の誤りは無く、厚生年金保険被保険者資格喪失日か

ら約１か月後の昭和28年３月12日に支給決定されているなど、一連の事務処理

に不自然さはうかがえない。 

さらに、申立人の脱退手当金が支給された時期は、通算年金通則法施行前で

あり、20年以上の厚生年金保険被保険者期間がなければ年金を受給することは

できなかったことから、申立期間の事業所を退職後、厚生年金保険の被保険者

記録が無い申立人が、脱退手当金を受給することに不自然さはうかがえない。 

このほか、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当

金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。



愛知厚生年金 事案 5683 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和31年７月31日から36年２月13日まで             

厚生年金保険の加入期間を確認したところ、申立期間については脱退手当

金が支給されているため、厚生年金保険の支給対象とはならないことが分か

った。 

しかし、私は、脱退手当金を受給した記憶は無いので、申立期間について、

厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が勤務していたＡ社の健康保険厚生年金保険被保険者名簿に記載さ

れている女性のうち、申立人の厚生年金被保険者資格喪失日である昭和 36 年

２月 13日の前後２年以内に資格喪失しており、受給要件を満たす者 35人の脱

退手当金の支給記録を確認したところ、申立人を含め 30 人に支給記録が確認

でき、そのうち 29 人について資格喪失日から約６か月以内に支給決定がなさ

れている上、複数の同僚は、「Ａ社で脱退手当金の請求手続をしてもらった。」

と証言していることから、申立人についても、その委任に基づき事業主による

代理請求がなされた可能性が高いものと考えられる。 

また、申立人の健康保険厚生年金保険被保険者名簿には脱退手当金の支給を

意味する「脱」の表示が記されているとともに、申立期間の脱退手当金は、支

給額に計算上の誤りは無く、厚生年金保険被保険者資格喪失日から約４か月後

の昭和36年６月５日に支給決定されているなど、一連の事務処理に不自然さは

うかがえない。 

このほか、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当

金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 


